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環 境 方 針 

理 念 

かけがえのないこの地球に人類の生活が始まり何万年という歳月が流れてきました。 

近年、科学は驚異的な進歩を遂げていますが、その代償も大きく、自然環境に致命的な 

傷跡を残しています。 

そして今や、人類の英知を注ぎ自然環境の修復・保護に待ったなしに取り組まなければ 

なりません。自然環境との調和を実現して、はじめて人類の豊かな未来が約束されます。 

梅乃木グループとその核を成す株式会社梅木商会はこれまでに培ってきた環境保全 

に注力し､社会と自然環境の調和に貢献することを理念とするものです。 

 

 

基本方針 

 

 

当社は環境理念に基づき、次の環境方針を定め全社員一丸となり、実行に努めます。 

１．事業活動に係わる環境関連法令を遵守します。 

２．会社の経営課題に取り組みます。 

３．木、葉、芝生、を燃料として発電させ売電に繋げる再資源化とグリーン経営・グリー

ン購入等を積極的に推進し環境負荷を総合的に低減させます。 

４．環境マネジメントシステムを整備し、効果的に機能させ環境汚染の予防と環境影響の 
継続的改善に努めます。 

５．事業活動の中核となる廃棄物のリサイクル事業を推進し、循環型社会 

の実現に貢献します。 

 

本方針達成のために実現可能な環境目標を設定し、計画的に活動するとともに 

活動内容を定期的に評価して継続的な改善を進めます。 

 

                                           

 

令和２年 ７月 １６日 

株式会社 梅木商会 

代表取締役 梅木伸治 

 
 
 



 

エコランド常総グリーン事業内容 2005.4 

梅木商会と勝田環境株式会社との提携事業、バイオマス事業がスタートしました。 

バイオマスとは生物（バイオ：bio）と量（マス：mass）を表す概念で、一般的には「再生可能 

な、生物由来の有機資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼んでいます。 

 

バイオマスの種類は多岐に渡りますが、廃棄物系のもの、未利用のもの及び資源作物（エネルギーや 

製品の製造を目的に栽培される植物）があります。 

廃棄物系のものとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物・食品廃棄物・建設発生木材・製材工場残材 

・黒液（パルプ工場廃液）・下水汚泥・し尿汚泥・等があげられ、未利用の物としては、稲わら・麦 

わら・もみ殻・林地残材（間伐材、被害木等）等が、エネルギー作物としては、さとうきびやトウ 

モロコシなどの糖質系作物やなたねなどの油糧作物があげられます。 

 

今般、スタートしたバイオマス事業内容は、バイオマスの中でも廃棄物「木屑（パレット、枯れ枝、 

根等）、草」等に特化し、新たに開設した保管場所（エコランド常総）を中継基地として近隣地域 

から排出される前述のバイオマスを一時的に保管し、そこで全量分別選別し最終的に勝田環境(株) 

RCへ搬入することになります。このエコランド常総を開設することにより大幅に物流コストを 

引き下げることになり、排出者が負担する廃棄物処理費用に還元することが可能になりました。 

 

 



 

カーボンオフセット制度利用開始 2018.6～ 
 
深刻な問題となっている地球温暖化。 
その主な原因とされる C02などの温室効果ガスは産業の発展とともに増え、地球の温度は 
年々上昇しています。 
私たちの暮らす地球のため、また私たち自身のためにできるひとつの方法は、自分たちの 
温室効果ガス排出量を知り、減らす努力をすること。そんな中、C02を削減・吸収するため 
の仕組みのひとつが『カーボンオフセット』です。 
当社では環境省の認証を受けた日本国内のオフセット・クレジットを購入し、C02排出量を 
無効化口座に移転することでカーボンオフセットを実施し、日本国内の森林保全や地球温暖 
化防止に貢献いたします。 
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１． 事業活動の概要 
 

１） 事業者名及び代表者名 
株式会社 梅木商会 
代表取締役 梅木 伸治 

２） 所在地等 
本社    ： 茨城県守谷市本町４２４５－４（登記簿上） 
水海道営業所： 茨城県常総市大塚戸町１３５－１ 
常総営業所 ： 茨城県常総市菅生町６８７‐５（２０２２年９月開設） 

 ３）環境マネジメントシステムの責任者及び担当者連絡先 
   EA２１担当管理責任者：梅木 伸治 
   連絡先 株式会社 梅木商会 水海道営業所 
   TEL ０２９７－２７－２３２２  FAX ０２９７－２７－２３３６ 

４)事業内容 
・ 産業廃棄物収集運搬業 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業 
・事業系一般廃棄物収集運搬業 

５）事業年度 
  毎年６月１日から翌年５月３１日 

６）事業の規模 

活動規模 単位 令和 1 年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 

売上高 百万円 617 651     773 721 

従業員 人 19 19      23 21 

床面積（常総除く） ｍ2 285.52 285.52 285.52 285.52 

２.認証登録の範囲 

 

１） 対象の事業所 

水海道営業所：本社機能を有し、事業系一般廃棄物を主としている。 

       従業員数 7名 床面積 285.52㎡ 

   常総営業所：主に産業廃棄物、特別管理産業廃棄物収集運搬業を扱っている。 
          従業員数 14 名 床面積 132.48 ㎡ 

２）対象の活動 
  下記の事業活動対象として、全ての活動を含んでいる。 

・ 産業廃棄物収集運搬業 
・ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 
・ 事業系一般廃棄物収集運搬業
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３.環境目標と実績 

  項目 単位 

 

Ｒ4 年 
目標達

成状況 

 

 

Ｒ5 年 

目標 

Ｒ6 年 

目標 

環境 

目標 
 目標 

達成率 
  実績 

1 
二酸化炭素

排出量 

電気    

軽油  

灯油  

ガソリン 

LPG  

kg-CO2 

目標(432,906）  432,906 
〇 

 432,906 

目標率 ▲2％ ▲2％  ▲2％  

実績 412,782 -     

2 
収集運搬の      

燃費向上 

大型 km/L 
目標(令和 2 年度) 2.39 〇 2.39 2.39 

実績 2.76 115％     

4ｔ以下 km/L 
目標(令和 2 年度) 5.46 〇 5.46 5.46 

実績 5.89 107％     

塵芥車 km/L 
目標(H30 年度実績） 5.03 〇 5.03 5.03 

実績 5.11 101％     

営業車 km/L 
目標(H30 年度実績） 16.71 △ 16.71 16.71 

実績 15.41 92％     

3 
木屑の収集

運搬の促進 

一般  

枝･草 
ｔ 

目標(前年実績+2％) 1,557 〇 1,909 ‐ 

実績 1,872 120％     

4 
地域ボラン

テアの促進 
  回 

目標       

(令和 2 年度実績） 
12 〇 12 12 

実績 12 100%     

5 
総排水量の

節減（実績

は常総含む） 

上水道 ㎥ 

目標        

(令和 2 年度実績） 
115 △ 205 

R5 実績 

確定後 

実績 137 84％     

6 
廃棄物の削

減（実績は常

総含む） 

自社  

一般 

廃棄物 

kg 

目標       

(令和 2 年度実績） 
245 × 575 

R5 実績 

確定後 

実績 420 58％     

7 
ペットボト

ルの蓋収集 
  kg 

目標       

(令和 2 年度実績） 
12 × 12 12 

実績 3 25％     

8 
使用済み 

切手収集 
  g 

目標       

(令和 2 年度実績） 
380 〇 380 380 

実績 408 107％     

9 
カーボン 

オフセット 
  t 

前年度 14 
- 

14 14 

実績 14  13  

         

  

 ※購入電力の排出係数については、東京電力の 2020年度排出原単位係数 0.441kg-CO2/kWh で 

 計算しております。 

 ※PRTR 対象化学物質を使用していないので、化学物質使用料の削減目標はありません。 
 ※9.カーボンオフセットは 1.二酸化炭素排出量内（ガソリン分）に適用させ 14,000kg-CO2 を差し引いており

ます。 

 ※○:目標達成(100％以上) △:目標未達(100％未満 80％以上) ×:それ以外(80％未満) 

 
 
 
 
 
 

432,906 
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4、環境関連法規制の遵守状況 
環境関連法規制の遵守状況は下記のとおりです。 
今年度、違反、訴訟等はありませんでした。又、関連機関・近隣からの指摘、訴訟等もありませんでした。 
尚、関連法規制の遵守状況の確認は１年に１回実施しております。 

 
１） 当社に適用となる主な環境関連法規 

NO 
項 目 法令名称 要求事項 遵守

状況 
 
１ 

事業系一般廃棄物の排出 廃棄物処理法 
各市の条例に従う 

常総市 分別基準に基づく適切な分別

及び排出 
 

遵法 
 
 
２ 
 

事業系一般廃棄物収集運搬 廃棄物処理法 
各市の条例に従う 

常総市 積替保管施設（木くず）の管理 
台貫計量 

 
遵法 

事業系一般廃棄物収集運搬 廃棄物処理法 
各市の条例に従う 

常総市 
小美玉市 
つくば市 
笠間市 
ひたちなか市 
常総市 
守谷市 
かすみがうら市

つくばみらい市

行方市 
稲敷市 

家電収運（守谷市） 
産業廃棄物収集運搬業の許可

（別添資料） 
 

 
遵法 

 

 
 
３ 

産業廃棄物及び特別管理産

業廃棄物（感染性医療廃棄

物）の収集運搬 

廃棄物処理法 
各県の条例に従う 

埼玉県 
神奈川県 
茨城県 
千葉県 
東京都 
群馬県 
栃木県 

産業廃棄物収集運搬業の許可

（別添資料） 
産業廃棄物収集運搬車への表

示及び書面の備え付け義務 
排出事業者・処理業者との契約

書締結 
マニフェスト伝票の発行、管理 

 
遵法 

 

 
４ 

産業廃棄物運送業者全般 首都圏環境確保条例 
貨物自動車運送事業法 
自動車リサイクル法 

運行管理者の選任 
PM 減少対策 
点検・業務日報 
適切な引取業者にて引取行う 

 
遵法 
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ﾌﾛﾝ回収 ﾌﾛﾝ排出抑制法 第 1 種ﾌﾛﾝ類回収業者登録をし

ているが該当する事業活動は

行っていない 

 
特に

なし 
 
6 浄化槽の設置 茨城県生活環境の保全等に関する条

例 
定期点検の実施状況 
水質検査結果の適性性 遵法 

 
7 地下水の利用 茨城県地下水の採取の適正化に関す

る条例（茨城県条例第 71 号） 
届出状況 
揚水量の報告状況 

特に

なし 
  
8 エコランド常総 常総地方広域市町村圏事務組合火災

予防条例 

消火器設置の標識 
消火器設置 
指定可燃の届出 

遵法 
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構内重機類の使用 
(ﾕﾝﾎﾞ、ﾌｫｰｸ 各 1 台) オフロード法 特定自主検査の 1年ごとの実施 遵法 

2）訴訟 
内 容 令和 4 年度 

法律違反の有無 関係機関からの指摘はありません 
訴訟の有無 特にありません 

環境に関する苦情の有無 特にありません 
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5、環境活動計画と取組結果と評価 
  
１）計画、結果 

 
Ｎ

Ｏ 
環境目標（項目） 計画 実績の評価と次年度の取組 

1 二酸化炭素排出量 3 の燃費向上に努め計画

的な運行を心がけ二酸化

炭素の排出を抑える。 

 本年の成績は、良好といえる。今後も「ガソリン」を

中心に結果を出していきたい.。 
事業所が後半から 2 か所となり今後の目標設定をあら

ためて検討・確認する。 
2 収集運搬車の燃費

向上 
ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの実践 4t アームロール車両が新車による増車となったことも

あり、良い結果が出たと感じる。 
3 木屑の収集運搬の

促進 
経 営 戦 略 の 構 築       

地方自治体への営業力強

化 

排出事業所の増加、そして自治体の搬入が増加し今後

の取扱量に期待が出来るものになった。次年度も多方

面方から促進していきたい。  
4 地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの促進 地域清掃 活動が定着してきている。今後も地域貢献に努力を重

ねる。 
 

5 排水量 節水を心がける 目標に達している。 
今後も節水を心がける。  

6 廃棄物（自社一般） 分別ﾎﾞｯｸｽを設け、分別を

徹底する。 
事務職による排出量が減っていない。 
行政指導の分別に着手する意識の向上が望まれる。  

7 カーボン 
オフセット 

CO2 削減 本年も予定通り実施するが前期より二酸化炭素の発生

量が減ったことは、喜ばしい。  
8 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの蓋収集 社会貢献 取り扱いが減ってきたので今後は、事務所へのペット

ボトルの利用禁止または、持ち帰りとする。  
9 使用済切手の収集 社会貢献 収集量は、少ないが今後も社会貢献の一つとして続け

ていく。  
   (4.地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
２） 代表者による全体の評価と見直し 

 
環境活動については、ルーティンとなり職場においても結果を見ると根付いてきた。 
昨今は、SDGｓが叫ばれているので、環境だけでなく社会貢献の域を検討し、地域に喜ばれる企業をめざ 

したい。 
評価としては、取り組み内容も含め、十分な結果を残せたと考える。 
また、次年度に向けてワーカーの発想による新しいアクションプランを作成して活性化したいと思う。 
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6．産業廃棄物処理業者としての組織概要                      
■ 当社事業内容 

（1） 事業所名及び代表者名 
株式会社梅木商会 
代表取締役 梅木 伸治 

（2） 所在地 
本社  茨城県守谷市本町 4245-4（登記簿上） 
水海道営業所 茨城県常総市大塚戸町 135-1   
常総営業所  茨城県常総市菅生町 687-5 

（3） 環境保全関係の責任者連絡先 
環境管理責任者 梅木 伸治 
連絡先 電話   0297-27-2322 
    ＦＡＸ  0297-27-2336 
    Ｅメール umeki-co@vanilla.ocn.ne.jp 

（4） 事業の内容 
・ 産業廃棄物収集運搬業 
・ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 
・ 事業系一般廃棄物収集運搬業 

 
（5） 事業の規模 

年間売上高   平成 19 年  457（百万円） 
平成 20 年  362（百万円） 
平成 21 年  339（百万円） 
平成 22 年  455（百万円） 
平成 23 年  462（百万円） 
平成 24 年  442（百万円） 

                          平成 25 年  499（百万円） 
             平成 26 年  484（百万円） 
             平成 27 年  456（百万円） 
             平成 28 年  529（百万円） 
                          平成 29 年  563（百万円） 

平成 30 年  535（百万円） 
令和 1 年   617（百万円） 
令和 2 年   651（百万円） 
令和 3 年   770（百万円） 
令和 4 年   721（百万円） 

 
従業員数     21 名（2023 年 12 月現在） 
面積（床）  ２８５．５２㎡（水海道営業所） 
       １３２．４８㎡（常総営業所） 

 
 
■産業廃棄に物関わる情報公開 

（1）組織概要 
    法人設立年月日      ：昭和 57 年 4 月 8 日 
    資本金          ：５，０００万円 
    売上高          ：７２１（百万円）令和 4 年
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組織図 
株式会社 梅木商会               

代表取締役  梅木 伸治               
                     

環境管理責任者         事務局   

代表取締役 梅木 伸治 
                担当者 阿部ひとみ   
        1 名   

                     
                                    

営業部門  総務部門  庶務部門  収運部門  設備部門  

担当者 篠崎保男  担当者 吉田知恵  担当者 堀越綾美  担当者 倉持恵里  担当者 菊地新一  

2 名  2 名  2 名  14 名  1 名  

常総営業所  水海道営業所  常総・水海道営業所  常総・水海道営業所  水海道営業所  

                    

責任者 役割   

代表者 ・環境方針を策定と全従業員への周知           

     ・ＥＡ21 の実行に必要な資源（人、モノ、金）を用意する。       

     ・環境管理責任者を任命する。            

     ・環境経理システムの全体的な取組状況を評価し、見直しを行う。      

     ・環境目標・環境活動計画書を承認。           

      ・環境活動レポートの承認。                       

ＥＡ21 責任

者 
・環境経営システムを構築、運用、維持する。         

     ・環境経営システムの構築、運用状況を代表者に報告する。       

     ・環境関連法規等の取りまとめ表及び尊守評価を承認。        

     ・環境目標・環境活動計画書を確認。           

     ・環境活動レポートを取りまとめる。           

      ・環境委員会を開催する。                       

事務局 ・環境管理責任者を補佐。             

     ・実施状況のデータの取りまとめと記録の管理、環境管理責任者への報告。    

     ・環境関連法規等の取りまとめ表の取りまとめと尊守評価の実施。      

      ・外部及び各部門からの苦情・事故を含む環境情報の取りまとめと環境管理責任者への報告。 

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施。          

     ・自部門における環境方針の周知。            

     ・自部門の従業員に対する教育訓練の実施。          

     ・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告。       

     ・特定された項目の手順書作成及び運用管理。         

     ・自部門の特定された緊急事態への対応の為の手順書作成、ﾃｽﾄ、訓練を実施、記録の作成。 

      ・自部門の問題点の発見、報告、是正、予防処置の実施。             

従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚。        

      ・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加。           
                 2022年 9 月現在 
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（2）事業計画の概要 
  排出事業者が処分の委託契約をした処分先まで産業廃棄物の運搬を行う事とする。  
 業務にあたり、排出事業者と収集運搬に関する契約を締結後、業務を行い、関係法令を遵守するとともに、 
 環境汚染防止に十分配慮致します。廃棄物の処理状況については、マニフェスト伝票の発行、又は電子マ
ニフェストを用い確認を行います。 

  安全に、適切に収集運搬業務を行ってまいります。 
 

（3）産業廃棄物の収集運搬及び事業系一般廃棄物収集運搬 
 
1.許可の内容 

特別管理産業廃棄物許可一覧     

自治体名 積替保管 許可番号 許 可 期 間 許可区分 

茨城県 無し 851002518 平成 30 年 10 月 1 日 ～ 令和 7 年 8 月 4 日 収集運搬 

栃木県 無し 950002518 令和 3 年 12 月 14 日 ～ 令和 10 年 12 月 13 日 収集運搬 

 
特別管理産業廃棄物許可品目一覧   

自治体名 廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物 廃石綿など 

茨城県 ● ● ● ● ● 

栃木県   ●       

※茨城県の許可、廃油は揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。廃酸は PH2.0 以下のものに限る。廃アルカリは 
PH12.5 以上のものに限る。 

※栃木県の許可、廃酸は腐食性のものとする。 
 
産業廃棄物許可一覧      

自治体名 

積替え 

許可番号 許  可  期  限 許可区分 

保管 

茨城県 無し 00801002518 平成 29 年 5 月 22 日 ～ 令和 6 年 4 月 17 日 収集運搬 

埼玉県 無し 01105002518 平成 29 年 5 月 1 日 ～ 令和 6 年 4 月 30 日 収集運搬 

千葉県 無し 01200002518 平成 30 年 5 月 17 日 ～ 令和 7 年 3 月 29 日 収集運搬 

東京都 無し 13-00-002518 令和 2 年 4 月 13 日 ～ 令和 9 年 4 月 12 日 収集運搬 

群馬県 無し 01000002518 平成 28 年 10 月 10 日 ～ 令和 5 年 10 月 9 日 収集運搬 

栃木県 無し 00900002518 平成 28 年 11 月 9 日 ～ 令和 5 年 11 月 8 日 収集運搬 

神奈川県 無し 01401002518 平成 29 年 1 月 5 日 ～ 令和 5 年 12 月 1 日 収集運搬 
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産業廃棄物許可品目一覧                
                     

自治体名 
燃
え
殻 

汚
泥 

廃
油 

廃
酸 

廃
ア
ル
カ
リ 

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

紙
く
ず 

木
く
ず 

繊
維
く
ず 

動
植
物
性
残
さ 

ゴ
ム
く
ず 

金
属
く
ず 

ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び

陶
磁
器
く
ず 

鉱
さ
い 

が
れ
き
類 

動
物
の
ふ
ん
尿
（
特
管
を
除
く
） 

動
物
の
死
体 

ば
い
じ
ん 

政

令

13

号

廃

棄

物 

動
物
系
固
形
不
要
物 

茨城県 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ●        
 

埼玉県 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ●     

千葉県 ● ● ●     ● ● ● ● ●   ● ●   ●           

東京都 ● ● ●     ●   ●       ● ●   ●           

群馬県 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●   ●           

栃木県 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ●     

神奈川県 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

※茨城県の許可、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含む。

金属くずは自動車等破砕物を含む。がれき類は石綿含有産業廃物を含む。汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートく

ず及び陶磁器くずは水銀使用製品産業廃棄物を含む。 

※埼玉県の許可、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類は石綿含有産業廃棄物を含む。汚泥、廃プラ

スチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは水銀使用製品産業廃棄物を含む。 

※千葉県の許可、水銀含有産業廃棄物、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは石綿含有産業廃棄物を含み、

自動車等の破砕物を除く。がれき類は石綿含有産業廃棄物を含む。廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁

器くずは水銀使用製品産業廃棄物を含む。 

※東京都の許可、がれき類は石綿含有産業廃棄物を含む。汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く

ずは水銀使用製品産業廃棄物を含む。汚泥は油分を含むものに限る。 

※栃木県の許可、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは石綿含有産業廃棄物を含む。汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラス

くず・コンクリートくず及び陶磁器くずは水銀使用製品産業廃棄物を含む。 

※神奈川県の許可、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類は石綿含有産業廃棄物を含む。汚泥、廃

プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは水銀使用製品産業廃棄物を含む。 

※群馬県の許可、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは水銀使用製品産業廃棄物を含む。 
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事業系一般廃棄物収集運搬業許可証一覧 
自治体名 積

替

保

管 

許可番号 許可期間 許可区分 可

燃 

不

燃 

空

き

瓶 

資

源

物 

特定家

庭用機

器再生

品化法

対象物 

草

木 

搬入

先 

守谷市   守谷発第 5216

号 

令和 4 年 

～ 

令和 6 年 一般廃棄物 

収集運搬 ● ● ● ● ● ● 

常総

環境

ｾﾝﾀｰ 4 月 1 日 3 月 31 日 

常総市 ○ 第 15 号 

第 16 号 

令和 4 年 

～ 

令和 6 年 一般廃棄物 

収集運搬 

木くず 
● ● ● ●  ● 

積替

保管

は木

くず 

4 月 1 日 3 月 31 日 

つくば市   3 つくば環衛 

第 759 号 

令和 4 年 
～ 

令和 6 年 一般廃棄物 

収集運搬 ● ●     
  

4 月 1 日 3 月 31 日 

つくばみ

らい市 

  つ生環指令 

第 4 号 

令和 4 年 
～ 

令和 6 年 一般廃棄物 

収集運搬 ● ● ● ●   
  

4 月 1 日 3 月 31 日 

ひたちな

か市 

  ひたちなか市指

令第 2875 号 

令和 5 年 
～ 

令和 7 年 一般廃棄物 

収集運搬 
     ● 

  

3 月 15 日 3 月 14 日 

稲敷市   江衛士指令  

第 4-29 号 

令和 4 年 
～ 

令和 6 年 一般廃棄物 

収集運搬 ●      
  

12 月 1 日 11月 30日 

かすみが

うら市 

  令和 5 年か生活

指令第 36 号 

令和 5 年 
～ 

令和 7 年 一般廃棄物 

収集運搬 ●      
  

4 月 1 日 3 月 31 日 

行方市   5 行環指令 

第 32-1 号 

令和 5 年 
～ 

令和 7 年 一般廃棄物 

収集運搬 
     ● 

  

4 月 1 日 3 月 31 日 

小美玉市   小美玉環境指令

第 47 号 

令和 4 年 
～ 

令和 6 年 一般廃棄物 

収集運搬 ●      
  

4 月 1 日 3 月 31 日 

笠間市   笠間市指令 

第 106 号 

令和 4 年 
～ 

令和 6 年 一般廃棄物 

収集運搬 ●      
  

4 月 1 日 3 月 31 日 

下妻市  指令第 G2310 号 令和 5 年 
～ 

令和 7 年 一般廃棄物 

収取運搬     ●   
4 月 1 日 3 月 31 日 

東海村  東海村指令 

第 122 号 
令和 5 年 

～ 
令和 7 年 一般廃棄物 

収取運搬 ● 
      

4 月 1 日 3 月 31 日 

 
2.施設の状況 

      ・運搬車両の種類と台数 
：10ｔ脱着装置付コンテナ専用車    5 台 

              ： 4ｔ脱着装置付コンテナ専用車    8 台 
                            ： 4ｔクレーン付平車         1 台 
              ： 4ｔ塵芥車             3 台 
                            ： 2ｔ塵芥車             2 台 
                            ： 2ｔすいちょくゲート車       1 台 
              ： 軽保冷車              1 台 
 
      ・一般廃棄物（木くず）積替え保管 
         ：住所  茨城県常総市大塚戸 135-1 
         ：面積  219 ㎡ 
         ：保管量 530 ㎥   
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3.処理実績（収集運搬取扱量） （R4/6/1～R5/5/31）               単位ｔ 

  産業廃棄物 
燃え殻 110.59 金属屑 314.21 
汚泥 1158.48 ｶﾞﾗｽ、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 130.12 
廃油 21.73 ゴム類 0 
廃酸 0.62 がれき類 1138.03 
廃アルカリ 8.65 ばいじん 0 
廃プラスチック類 1609.78 政令 13 号廃棄物 0 
紙くず・繊維くず 52.10 動物系固形不要物 0 
木くず 8767.03 特管類(廃油) 0.77 
混合廃棄物 3166.68 特管類(廃酸) 0.04 
動植物性残渣 103.41 特管類(廃アルカリ) 0.12 
鉱さい 0 感染性産業廃棄物 2.83 
動物のふん尿 0 溶融物（スラグ・不適合） 0 
動物の死体 0 廃石綿等 0 

 
一般廃棄物（木くず） 

  枝・草・根     1,872 t 
事業系一般廃棄物   709 t 

 
     
4.収集運搬料金 

：10ｔ脱着装置付コンテナ専用車    45,000 円～ 
： 4ｔ脱着装置付コンテナ専用車    25,000 円～ 

            ： 4ｔクレーン付平車         35,000 円～ 
      ： 4ｔ塵芥車             30,000 円～ 
  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株式会社 梅木商会 
〒３０２－０１０９ 

茨城県守谷市本町４２４５－４ 
TEL ０２９７－２７－２３２２ 
FAX ０２９７－２７－２３３６ 


